
今後ハローワークから
FAXの送信ができなくなるため、

引き続き求人の更新を
ご希望の場合は

「求人者マイページ」
から手続きをお願いいたします。

【求人者の皆さまへ大切なお知らせです】

＝＝＝ 重 要 ＝＝＝
今までFAXから求人更新のご案内をしてきましたが・・

１／６

求人票の紹介期限日が過ぎたら・・

求人の更新手続きをお願いします。

くわしい求人更新（転用）の方法は
次のページから！

求人票有効期間中

求人票 紹介期限日【月末】

紹介期限日の翌日以降
「求人者マイページ」からの手続き可能

求人票無効期間

求人票有効期間中は
「求人者マイページ」からの手続き不可

＊求人更新のタイミング（イメージ図）

（求人が公開されている期間） （求人が公開されていない期間）

有効中の求人 無効になった求人

求人の更新（転用
手続きが必要です。

から無効 へ有効

求人票有効期間中
（求人が公開されている期間）

更新
（転用）

有効中の求人

有効期限切れ

求人の更新手続きとは・・

紹介期限日の過ぎて無効となった求人を再度、

＜新規・有効中＞の求人として公開する手続きです。



２／６

ご注意ください！！

「有効期間延長申込」と
「求人の更新」とはまったく別の手続きです！

「有効期間延長」とは・・・・
有効期間が１回１ヶ月延長されますが、
受理年月日は当初の年月日のままです。

そのため、延長手続きで期間の延びた求人は
新しく公開された求人の扱いにはなりません！！

有効期限が過ぎて無効になった求人を再度、新しい求人とし
て公開するためには求人の更新手続きをお願いします。

有効期間延長を申込

この手続きは求人の
更新とは違いますの
でご注意ください！



（１）「求人者マイページ」へログイン
「無効になった求人をすべて表示」ボタンをクリックします。

【 更 新 手 順 】

３／６

紹介期限日：○○○○年○月○日

紹介期限日が先月末と
なっている求人が今回更
新の対象です。

から無効 にするために有効

ここを確認！



（２）無効になった求人一覧
更新したい求人情報内にある「この求人情報を転用して登録」ボタンをクリックします。

（３）求人仮登録
当時の求人内容が転用登録されます。求人内容を変更、修正される場合はこちらからお願いします。

４／６

仮登録後すぐ
に公開ではなく、
一度ハロー
ワークで内容
を精査します。



（４）求人仮登録
画面ごとに求人情報を変更、修正してください。終われば「次へ進む」ボタンをクリックします。

（５）求人仮登録
８.選考方法まで終われば、「仮求人票を表示」から求人票を確認することができます。

よろしければ「完了」ボタンをクリックします。

５／６



（６）求人仮登録完了
求人申し込みが完了しました。ハローワークにて求人内容を確認いたします。
受理されると求人票が公開されます。

ハローワークで内容を確認している間は、ホーム画面上では「ハローワーク確認中」となります。
ハローワークでの受理後は、「公開中」の表示に切り替わります。
「求人票を表示」から求人票を確認することが出来ます。

その他、求人者マイページの操作方法については、「求人者マイページ利用者マニュアル」をご
確認ください。ヘルプデスクにより電話での受付も行っております。
電話：０５７０－０７７４５０
受付：月曜～金曜、９：３０～１８：００（年末年始、祝日除く）

「求人者マイページ」では、その他にも有効中求人の内容変更、

求人の取り下げ、求職情報検索等のサービスが利用できます。

「求人者マイページ

利用者マニュアル」

６／６ ハローワーク滝川


